
介護保険では、介護保険給付に係る費用等や利用者の所得状況等を考慮して、３年度ごとに保険料の見直
しを行っています。介護保険制度は、介護の負担を社会全体で支え合い、安心して暮らすための制度です。
制度が円滑に運営されるよう、制度へのご理解と、保険料の納付にご協力をお願いします。
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保■問合せ　福祉介護課介護保険係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１３■問合せ　福祉介護課介護保険係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１３

介護保険料納入通知書・
　　　決定通知書を送付します
介護保険料納入通知書・
　　　決定通知書を送付します

令和７年度の介護保険料　※令和６年度～令和８年度までの保険料

６５歳以上の方の保険料は、介護保険サービスに必要な費用等から算出された基準額をもとに所得に応じて
決まります。

※住民税世帯非課税者（第１段階～第３段階）を対象として公費による軽減強化を実施します。上記の表
の保険料額は軽減後の金額を記載しています。

　【軽減前の額】第１段階…年額３１，６６０円（割合０．４５５） 第２段階…年額４７，６７０円（割合０．６８５）
　　　　　　　第３段階…年額４８，０２０円（割合０．６９）

介護保険料の納め方は、受給している年金（障害年金・遺族年金を含む）の額により２種類に分けられます。

※年金額が年額１８万円以上でも、一時的に納付書で納める場合があります。

年金受給額が
年額１８万円以上の方

年金受給額が
年額１８万円未満の方

納入通知書もしくは、口座振替等で納めます。
７月中旬に年間全８期分の納入通知書を送付します。
納入通知書もしくは、口座振替等で納めます。
７月中旬に年間全８期分の納入通知書を送付します。

年金からの天引きで納めます。
介護保険料の年額を年６回に分けて、年金から天引きします。
年金からの天引きで納めます。
介護保険料の年額を年６回に分けて、年金から天引きします。
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合計所得金額が３２０万円以上４２０万円未満 １１８，３２０円

合計所得金額＋課税年金収入額が１２０万円超
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対象者の基準 調整率 年額

合計所得金額＋課税年金収入額が８０万９千円超１２０万円以下

・生活保護受給者　・老齢福祉年金受給者
・合計所得金額＋課税年金収入額が８０万９千円以下

合計所得金額＋課税年金収入額が８０万９千円以下

合計所得金額＋課税年金収入額が８０万９千円超

合計所得金額が１２０万円未満

合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満

合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満

合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満

合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満

合計所得金額が４２０万円以上５２０万円未満

合計所得金額が７２０万円以上
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■問合せ　健康増進課☎０２９－８８５－１８８９

クーリングシェルターを
開放しています！

「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されています

◎

熱中症特別警戒アラートが発表された場合は

◎

美浦村防災メール登録方法

クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）をご利用ください！

11 広報みほ　令和７年７月号広報みほ　令和７年７月号広報みほ　令和７年７月号


